
 議案第 24 号 

 

小城市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令 

 

 このことについて、別紙のとおり提出する。 

 

   令和３年２月 25 日 

 

小城市教育員会 教育長 大野 敬一郎      

 

 提案理由 

  令和３年４月１日付での統括事務長の職務内容の変更に伴い、教育

委員会の規程を改正する必要がある。 

  これが、本議案を提出する理由である。 



小城市教育委員会訓令第 号 

 

   小城市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令 

 

小城市教育委員会事務専決規程（平成 18 年小城市教育委員会訓令第

３号）の一部を次のように改正する。  

  

第４条中「副校長」の次に「、統括事務長」を加える。 

別表第２中「事務長」を「統括事務長及び事務長」に改める。 

附 則 

 この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 
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